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子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　
町
で
は
｢子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
」を
実
施
し
て
い
ま

す
。家
事
や
育
児
に
不
安
や
負
担
を
抱
え
る
、子
育
て
世
帯
や

妊
産
婦
の
い
る
家
庭
を
支
援
員
が
訪
問
し
、家
事
や
育
児
な

ど
の
支
援
を
し
ま
す
。

▼�

対
象

〇�

寄
居
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
18
歳
未
満
の

子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方

〇
妊
産
婦︵
産
前
6
週
･
産
後
1
年
︶の
方

▼�

支
援
内
容

〇�

家
事
支
援︵
食
事
の
準
備
、洗
濯
、掃
除
、買

い
物
の
代
行
や
サ
ポ
ー
ト
等
︶

〇�

育
児
支
援︵
授
乳
、入
浴
や
沐も
く
よ
く浴
の
介
助
、

お
む
つ
交
換
、保
育
所
等
の
送
迎
、児
童
の

見
守
り
等
︶

▼�

利
用
日
時

月
曜
日
～
金
曜
日

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

※�

祝
日
、年
末
年
始︵
12
月
29
日
～
1
月
3
日
︶

を
除
く

▼�

利
用
回
数
･
時
間

1
日
1
回
2
時
間
以
内

※�

1
回
の
申
請
で
6
カ
月
間
有
効︵
再
更
新

可
能
︶

▼�
利
用
方
法

①
申
請
書
提
出 

➡ 

②
訪
問・調
査 

➡ 
③
承
認 

➡ 

④
訪
問
支
援
事
業
利
用 

➡ 
⑤
利
用
料
支
払
い

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

赤
ち
ゃ
ん
の
駅
設
置
補
助
制
度

　
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
は
、誰
で
も
自
由
に
お
む

つ
替
え
や
授
乳
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
の
愛

称
で
す
。
町
で
は
、小
さ
な
お
子
さ
ん
連
れ

の
方
が
安
心
し
て
外
出
で
き
る
環
境
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、お
む
つ
替
え
や
授
乳

の
た
め
の
備
品
を
整
備
･
増
設
す
る
事
業

者
等
を
対
象
に
、整
備
費
用
の
補
助
を
し
て

い
ま
す
。

▼�

対
象
／
お
む
つ
替
え
や
授
乳
が
で
き
る

ス
ペ
ー
ス
と
設
備
等
を
、無
償
で
提
供
で

き
る
施
設
の
所
有
者
等

▼�

補
助
対
象
費
用
／
お
む
つ
交
換
台
、授
乳

用
い
す
、調
乳
用
給
湯
機
器
、カ
ー
テ
ン
･

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
類
、ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス

の
購
入
費
用
お
よ
び
関
連
工
事
費
用

▼�

補
助
金
額
／
右
記
費
用
の
全
額︵
上
限
額

10
万
円
︶

▼�

手
続
き
／
備
品
を
整
備
す
る
前
に
、申
請

書
を
子
育
て
支
援
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

�

子
育
て
支
援
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
2
0
4
︶

令
和
８
年
度

児
童
手
当
の
お
知
ら
せ

▼�

支
給
日

原
則
と
し
て
、偶
数
月
の
10
日︵
土
･
日
曜

日
、祝
日
の
場
合
は
そ
の
前
日
︶の
年
6
回

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)

3歳未満
第1子･第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳～高校生年代
第1子･第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※�児童の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある児童と、受給資格者に経済的な負担等がある18歳年度末から
22歳年度末の子のうち、年長の子から第1子、第2子、第3子と数え
ます。

■支給月額

祝
長
寿

敬
老
祝
金
を
給
付
し
ま
す
！

　

町
で
は
、長
寿
を
祝
福
す
る
た
め
、9
月

下
旬
に
敬
老
祝
金
を
給
付
し
ま
す
。

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

第
十
二
回
特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、令
和

7
年
4
月
1
日
に
お
い
て「
恩
給
法
に
よ
る
公

務
扶
助
料
」や「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」等
を
受
け
る
方︵
戦

没
者
等
の
妻
や
父
母
等
︶が
い
な
い
場
合
に
、

第
十
二
回
特
別
弔
慰
金
を
、次
の
順
番
に
よ
る

最
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
し
ま
す
。

▼�

対
象

①�

令
和
7
年
4
月
1
日
ま
で
に『
戦
傷
病
者
戦

没
者
遺
族
等
援
護
法
』に
よ
る
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③�
戦
没
者
等
の︵
1
︶父
母
、︵
2
︶孫
、︵
3
︶祖

父
母
、︵
4
︶兄
弟
姉
妹

※�

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、生
計
関
係
を
有
し

て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
よ
り
、順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま

す
。

④�

右
記
①
～
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等

内
の
親
族︵
甥
、姪
等
︶

※�

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
1
年

以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に
限

り
ま
す
。

▼�

請
求
期
限
／
令
和
10
年
3
月
31
日
ま
で

※�

期
限
を
過
ぎ
る
と
特
別
弔
慰
金
の
請
求
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

▼�

支
給
内
容
／
額
面
27
万
5
千
円
、5
年
償

還
の
記
名
国
債

▼�

請
求
手
続
き
／
必
要
な
書
類
を
ご
案
内
し

ま
す
の
で
、事
前
に
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
課

　︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
1
2
1
︶

給付対象者 給付額
満77歳の方
(昭和23年9月3日～
　昭和24年9月2日生)

10,000円

満88歳の方
(昭和12年9月3日～
　昭和13年9月2日生)

20,000円

満99歳以上の方
(昭和2年9月2日以前に
　生まれた方)

30,000円

■利用料　

支
給
方
法
に
つ
い
て

口
座
振
込
、ま
た
は
寄
居
町
地
域
通
貨

Y
o
r
i
‒
C
a︵
ヨ
リ
カ
︶ポ
イ
ン
ト
を

付
与
し
た
カ
ー
ド
を
交
付
し
ま
す
。

※�

ヨ
リ
カ
の
使
用
期
限
は
令
和
9
年
3
月

31
日
㈬
ま
で
と
な
り
ま
す
。

振
込
方
法
に
つ
い
て

▼�

新
た
に
対
象
と
な
る
方

6
月
下
旬
に
敬
老
祝
金
受
取
方
法
申
出

書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼�

過
去
に
敬
老
祝
金
の
給
付
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
方

過
去
に
給
付
を
受
け
た
と
き
と
同
じ
口

座
へ
振
り
込
み
ま
す
。
振
込
先
の
変
更

や
、ヨ
リ
カ
で
の
受
け
取
り
を
希
望
す
る

場
合
は
、申
出
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

申
出
書
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
や
、内
容

に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
は
、支
給
が
遅
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
課︵

5
8
1
･
2
1
2
1

　
内
線
1
2
3
･
1
2
4
︶

※�令和8年9月1日時点で、引き続き1年以上
寄居町に住所を有していることが給付の
要件となります。

利用世帯区分
利用者負担金

利用時間1時間当たり

生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 350円
市町村民税所得割課税額
77,101円未満の世帯 700円

産前6週･産後1年の妊産婦のいる世帯
(上限10時間まで) 700円

その他の世帯 1,500円

�

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
す
く
す
く
テ

ラ
ス︵

5
8
0
･
4
0
4
0
︶

▼�

現
況
届
に
つ
い
て

町
で
毎
年
6
月
1
日
の
状
況
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
受
給
者
に
つ
い
て
は
、現
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。対
象
者
の
方
に
は

6
月
上
旬
ご
ろ
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
の

で
、提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

詳
細
は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、子
育
て
支
援
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

�

子
育
て
支
援
課︵

5
8
1
･
2
1
2
1

　
内
線
2
0
3
･
2
0
4
︶

マ
イ
ナ
保
険
証
を
医
療
費
受
給
者
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
！

　
町
で
は
、医
療
費
支
給
事
業
に
お
い
て
、マ
イ
ナ
保
険
証
を
受
給
者
証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。紙
の
受
給
者
証
を
持
ち
歩
く
負
担
が
減
り
、受
診
手
続
き
が
よ
り
便
利
に
な

る
ほ
か
、医
療
機
関
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
よ
り
受
給
者
情
報
の
取
得
が
容
易
に
な
り
ま

す
。情
報
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
上
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

利
用
可
能
な
医
療
費
支
給
事
業

●
こ
ど
も
医
療
費
支
給
事
業

●
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
支
給
事
業

●
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
事
業

▼�

利
用
方
法

①�

受
診
の
際
、マ
イ
ナ
保
険
証
を
医
療
機
関

等
の
受
付
に
設
置
し
て
あ
る
顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
か
ざ
し
て
く
だ
さ
い
。

②�

｢医
療
費
助
成
の
各
種
受
給
者
証
を
利
用

し
ま
す
か
」の
画
面
で「
利
用
す
る
」を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

医
療
機
関
等
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
詳
細
の

表
示
が
異
な
り
ま
す
。

【
注
意
】医
療
機
関
等
の
受
付
で
マ
イ
ナ
保
険

証
の
受
給
者
証
利
用
に
対
応
し
て
い
る
か
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。対
応
し
て
い
な
い
医
療

機
関
等
で
は
、紙
の
受
給
者
証
を
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。

▼�

実
施
医
療
機
関
等
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
保
険
証
の
受
給
者
証
利
用
が
可
能

な
医
療
機
関
等
は
、デ
ジ
タ
ル
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ「
自
治
体
･
医
療
機
関
等
を
つ
な

ぐ
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム︵
P
u
b
l
i
c 

M
e
d
i
c
a
l 

H
u
b：P
M
H
︶」を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※�

P
M
H︵
パ
ブ
リ
ッ
ク 

メ
デ
ィ
カ
ル 

ハ
ブ
︶

と
は
、医
療
･
保
健
･
介
護
情
報
を
、自
治

体
や
医
療
機
関
、個
人
間
で
連
携
す
る
シ

ス
テ
ム
の
こ
と
で
す
。
情
報
を
デ
ジ
タ
ル

化
す
る
こ
と
で
、紙
の
受
給
者
証
の
持
参
が

不
要
に
な
り
ま
す
。詳
細
は
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

�

共
通︵

5
8
1
･
2
1
2
1
︶

●�

こ
ど
も
医
療
費
支
給
事
業
･
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
支
給
事
業
に
つ
い
て

　
子
育
て
支
援
課︵

内
線
2
0
3
･
2
0
4
︶

●�

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
事
業
に
つ

い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
祉
課︵

内
線
1
2
5
︶　

町公式
ホームページ

行政インフォメーション　INFORM
ATION

行政インフォメーション　INFORM
ATION


